
行政文書の管理に関するガイドライン 

第４ 整理 

３ 保存期間 

 (5) １－(1)の保存期間の設定及び保存期間表においては、歴史公文書等に該当しな いものであっても、行政が適正かつ効率的に運営され、

国民に説明する責務が全う されるよう、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要と なる行政文書については、

原則として１年以上の保存期間を定めるものとする。 

 

(6) １－(1)の保存期間の設定においては、 (4)及び(5)の規定に該当するものを除き、保存期間を 1 年未満とすることができる(例えば、次に

掲げる類型に該当する文書。)。 

① 別途、正本・原本が管理されている行政文書の写し 

② 定型的・日常的な業務連絡、日程表等 

③ 出版物や公表物を編集した文書 

④ ○○省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答 

⑤ 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書 

⑥ 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書 

⑦ 保存期間表において、保存期間を 1 年未満と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められた文書 
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